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市民タクシーについて

平成 31 年 4 月から下郷地区と新免地区は、世話人さんが交代されます。今回のおた

よりと一緒におしらせを配布していますのでご覧ください。

上郷、中郷、宇那田・大木、近屋谷・郷原地区は今の世話人さんが引き続きされます。

平成 30 年 4 月から平成 31 年 1 月末までの利用状況（1 か月ごとの利用回数）を

表にしましたのでご覧ください。

市民タクシーは自宅から乗れて便利です。お誘い合わせてみなさんぜひご利用ください。

2/24（日）第 26 回新坂ボウリング大会を開催しました

子どもさんが１４名、大人が１９名、総勢３３名の参加があり

ました。子どもさんが増えてとても元気で賑やかな大会になり

ました。みんなでスポーツを楽しみ、良い交流ができました。

平成３１年度 新坂老人会会員募集と総会について

○年会費 １人：１，５００円 ２人以上：１戸２，５００円

○申込期限 ３月２９日（金）までに各行政区幹事さんへ年会費をお支払いください。

総会日時    ４月１２日（金）午後２時～ 場所：新坂自治振興センター

  楽しい研修も行います！ 内容：「高齢者のための脳トレ」

＊送迎バスがあります（片道 200 円）。ご利用の方は幹事さんへお伝えください。

＊出欠連絡：３月２９日（金）までに各行政区幹事さんへお伝えください。

三坂上郷   三坂中郷 三坂下郷 郷原近屋谷 宇那田大木 新免

４月    0    0    1    8    5   1

５月    0    1    1    8    2   3

６月    1    0    1    9    5   1

７月    0    0    1    9    2   4

８月    0    0    1    8    3   4

９月    0    0    1    9    3   3

10 月    0    0    3    8    4   3

11 月    0    0    1    8    5   2

12 月    0    0    1    7    5    3

1 月    0    0    1    6       3    6
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